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はじめに 

 

カイロプラクティックは人の健康に関わる業務である。世界を見渡せば、国あるいは州

でカイロプラクティックが法制化され、公的あるいは民間医療保険が適用でき、施術者で

あるカイロプラクターが一部の医学的な診断を行うことが認められているなど、ヘルスケ

アとして社会的に認められている。わが国でもカイロプラクティックが法律によって規制

され、施術者の質が担保されることで国民のヘルスケアに寄与することが望まれるが、い

まだ実現には至っていない。 

 

法制化されていないカイロプラクティックがわが国に存在できているのは、「施術によっ

て人の健康に害を及ぼす恐れがある業務は処罰の対象になる」という 1960年 1月に最高裁

判所が下した判決に抵触しない範囲において、その業務が黙認されているからである。こ

の判決からわかるように、わが国のカイロプラクティックが存在を維持するためには、「施

術によって人の健康に害を及ぼす恐れ」が少ないこと、すなわちカイロプラクティックの

安全性の維持・確保が必須条件となる。 

 

しかし現実には、東京都内の保健所、医療機関および利用者生活相談センターに対する

代替医療・代替療法の相談・苦情の調査 1)や、国民生活センターによる「手技による医業類

似行為の危害」報告 2)にみられるように、カイロプラクティックに伴う患者の被害報告が少

なからずあり、社会的に問題となっている。こうした背景には、カイロプラクティックと

称して施術する者の教育背景に大きな隔たりがあることや、施術者間でのカイロプラクテ

ィック自体への認識の不一致といった現状があると思われる。 

 

わが国のカイロプラクティックには、さらなる安全性の向上が求められている。その解

決策として最も有用なのは、初学者への「教育」であり、カイロプラクティック施術者へ

の「再教育」である。すなわち、カイロプラクティックを臨床実践するためには、質の高

い教育機関においてカイロプラクティック教育を修め、十分な手技訓練を行い、手技の適

応と禁忌および合併症の判断に関わる基礎・臨床医学教育を受けることが必要である。そ

してそれは、わが国のカイロプラクティック教育を世界的な水準にまで高めることに他な

らない。 

 

カイロプラクティック・ケアを受ける利用者の安全性を確保するため、カイロプラクテ

ィックとその施術者の適正化の指針として、ここにカイロプラクティックの安全性に関す

るガイドラインを提案する。 
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１． 用語の定義 

 

ガイドラインで使用される用語を下記のように定義する。 

 

カイロプラクティック（Chiropractic） 

神経筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する専門職で

あり、関節アジャストメントおよび（もしくは）マニピュレーションを含む徒手治療を特

徴とし、特にサブラクセーションに注目する。 

 

カイロプラクター（Chiropractor） 

カイロプラクティックの施術者。WHOガイドラインが提唱したカイロプラクティック教

育基準と内容を修了した者。法的資格制度のある国では、ドクター・オブ・カイロプラク

ティック(Doctor of Chiropractic)とも呼ばれる。 

 

アジャストメント（Adjustment） 

コントロールされた力、てこの作用、方向、振幅、速度によって特定の関節および隣接

する組織に直接働きかけるカイロプラクティック治療法。カイロプラクターは通常、この

ような方法によって関節および神経生理学的機能に働きかける。 

 

サブラクセーション（Subluxation） 

関節面間の接触は保たれているが、アライメント、動きの統一性、および（あるいは）

生理学的機能が変化している、脊椎関節の障害あるいは運動性の機能不全。これは本質と

して機能的なものであり、生体力学的および神経学的な統合に影響しうる。この定義にお

いて、構造的な分離であり静的な画像で明らかであるという現在の医学定義（亜脱臼）と

は異なる。  

 

マニピュレーション（Manipulation） 

調整されたスラストを加えることによって、解剖学的可動域（他動的可動域）の限界を

超えることなく生理的可動域（自動的可動域）を超えて関節を動かす手技。 
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２． ガイドラインの背景 

 

1) 「なに」がカイロプラクティックか 

歴史的には古くから脊椎の手技療法が行われてきたが、19世紀後半に米国の D. D. パー

マーによって学問として体系化されたのがカイロプラクティックである。今やカイロプラ

クティックは 44の国と地域で法制化されている（表１）。1988年に設立された世界カイロ

プラクティック連合（World Federation of Chiropractic：WFC）は、1997年に世界保健

機関（World Health Organization：WHO）の非政府組織に加盟している。WHOではカ

イロプラクティックは補完代替医療に位置づけられ、2005年には「カイロプラクティック

の基礎教育と安全性に関するWHOガイドライン」3)が発行され、それは 10カ国語以上に

翻訳されており、もはやカイロプラクティックは世界的に認知されたヘルスケアと言える。 

 

このような世界的な趨勢を踏まえれば、WHOが提示したカイロプラクティックの定義、

すなわち「神経筋骨格系の障害とそれが及ぼす健康全般への影響を診断、治療、予防する

専門職であり、関節アジャストメントおよび（もしくは）マニピュレーションを含む徒手

治療を特徴とし、特にサブラクセーションに注目する」3)という定義をわが国でも採用する

ことが望ましいと思われる。したがって本ガイドラインでは、カイロプラクティックの定

義をWHOによる定義に準拠することとした。 

 

表１．カイロプラクティックが法制化されている国と地域 

オーストラリア 

ベルギー 

カナダ 

ケイマン諸島 

キプロス 

デンマーク 

フィンランド 

フランス 

ドイツ 

香港 

アイスランド 

イラン 

イスラエル 

イタリア 

リヒテンシュタイン 

ナミビア 

ニュージーランド 

ノルウェー 

パナマ 

フィリピン 

南アフリカ 

スウェーデン 

スイス 

アラブ首長国連邦 

イギリス 

アメリカ 

ジンバブエ 

バハマ 

バルバドス 

ボツワナ 

コスタリカ 

グアム 

グアテマラ 

リーワード諸島 

レソト 

マルタ 

ニューカレドニア 

ナイジェリア 

ポルトガル 

プエルトリコ 

サウジアラビア 

セルビア 

タヒチ 

タイ 

（2012年現在） 
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2) 「だれ」がカイロプラクターか 

前述のように、利用者が安全で信頼できるカイロプラクティック・ケアを受けられる環

境をわが国でも整備する必要がある。そのため本ガイドラインでは、WHOガイドラインが

提示したカイロプラクティック教育基準と内容を修了した者をWHO基準カイロプラクタ

ーと定義し、それに満たない教育背景の者をカイロプラクティック類似施術者と呼ぶ、と

いう立場をとる。あえてその立場を明確にしたのは、わが国ではカイロプラクティックが

法制化されていないため勝手にカイロプラクティックの看板を掲げて施術することができ

るという、利用者の健康が脅かされている現状から脱却する必要があると考えるからであ

る。WHO基準カイロプラクターの詳細については、後述する。 

 

3) カイロプラクティックと整体の違い 

カイロプラクティックはしばしば整体と同一視されることがある。ここではあえて、両

者は異なる療法であることを明示しておきたい。両者はともに脊椎など骨格を手技的に操

作するという点では一致していると思われるが、定義と教育基準が明確なカイロプラクテ

ィックとは異なり、整体には学問としてそれを説明できる明確で統一的な見解が歴史的背

景上も概念的にもいまだに見出すことができない。また、個人や団体レベルで行われてい

る整体の教育はそれぞれの独自の「整体観」に基づいた内容である。 

以上から、カイロプラクティックと整体とは異なる療法であり、本ガイドラインは整体

もしくは整体師を名乗る施術者に対する指針ではないことを明記しておく。 

 

 

３． カイロプラクティックの臨床業務 

 

カイロプラクティックの安全性について言及する前に、カイロプラクティックの臨床業

務内容とその背景にある身体の見かたを概説する。 

 

1) カイロプラクティック治療の考え方 

カイロプラクティックの臨床業務は、まず施術の適応と禁忌の判断に始まる。問診や様々

な身体検査によって施術の適応と判断されれば、カイロプラクティック特有の見かたで身

体所見を評価し、施術する。カイロプラクティックの臨床における最大の特徴は、施術の

直接的な対象となる脊椎関節の所見をサブラクセーション（subluxation）と呼び、それに

対して脊椎マニピュレーションを行うことである。脊椎に対する触診を中心としたカイロ

プラクティック検査によって得られた「身体所見」を治療し、結果的に症状の軽減や健康

の改善が得られると考えている。カイロプラクティックは疾患や症状そのものを直接的に

治すことを目的とした療法ではない。 
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2) 身体所見の評価の実際 

カイロプラクティックにおける身体所見の評価法で最も重要なのが触診である。カイロ

プラクターは静的触診と動的触診を行い、脊柱を中心とした関節や軟部組織の機能を検査

することで、治療すべき関節の構造と機能の障害、すなわちサブラクセーションを評価す

る。その判断には Bergmann による５つのカテゴリーが有用な指標として用いられ 4)、そ

れは pain and tenderness（患者の痛みと部位、骨・軟部組織の圧痛）、asymmetry（姿勢

の異常、脊椎分節のアライメントの異常）、ROM＊ abnormality（部位別、分節レベルにお

ける可動性の異常）、tone, texture, and temperature abnormality（緊張状態、触感、温度

の異常）、special test（脚長差検査、筋力検査、X線検査などの特殊なテスト）の５つの評

価項目からなり、それぞれの頭文字をとって PARTS所見と呼ばれている。これらの所見か

ら総合的にサブラクセーションを判断して施術する。ちなみに医学用語における形態学的

な所見としての亜脱臼（サブラクセーション）は関節マニピュレーション治療の対象では

ない。                                   ＊ROM：Range of Motion（関節可動域） 

 

3) カイロプラクティックで用いられる手技 

脊椎マニピュレーションは、広義にはアジャストメントやモビリゼーションが含まれて

いる。アジャストメントはコントロールされた力、てこの作用、方向、振幅、および速度

によって特定の関節および隣接する組織に力学的な力を直接的に働きかる治療法で、高速

低振幅の力を一定方向に作用させる「スラスト」が行われる。アジャストメントは、原理

的には関節の可動域を他動的可動域から傍生理学的可動域まで動かす手技であり、関節の

解剖学的な限界を越えるような力学的刺激は加えない。一方、モビリゼーションはスラス

トを加えずに関節を正常な生理的可動域の範囲内で動かす手技で、アジャストメントと併

用することで臨床的に効果を高めている。 

 両者ともに安全性への配慮が不可欠だが、危険性について特に問題視されるのはアジャ

ストメントによる関節の解剖学的な構造や機能の障害である。しかし、安全性に十分配慮

した手技訓練を受け、適応と禁忌を適切に判断できる WHO 基準カイロプラクターが行う

アジャストメントであれば、極めて安全性が高いと言える。 

 

 

４． 安全性に関与する重要な要因 

 

カイロプラクティックの臨床業務において安全性に深く関わる重要な要因が２つある。

１つは、脊椎マニピュレーションの適応と禁忌を判断する能力である。それは、医療機関

への受診が遅延することに伴う病状の悪化を回避するため、必要に応じて専門医への受診

を促したり紹介する判断能力も含まれる。もう１つは、脊椎マニピュレーションの手技を

安全に実施する能力である。無知ゆえに危険な手順で手技を実施すれば、安全性は決して
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担保されない。十分な技術訓練を修めた者が行う脊椎マニピュレーションは基本的には安

全性は高い。 

 

しかし臨床の現場では、安全性に関わる上記の２つの要因がクリアされていてもなお発生

しうる問題もある。それは合併症である。そこで、カイロプラクティックの安全性に深く

関与する要因である適応症、禁忌症、および合併症について、以下に説明する。 

 

ⅰ) 適応症 

適応症を挙げるとすれば、腰痛や頚部痛、むち打ち症、肩こり、背部痛、疲労感な

どの主に神経筋骨格由来の症状である。その他にも、カイロプラクティックの見かた

に基づいて検査・治療を行うことで、経験的にしばしば改善が認められる諸症状も適

応と言える。カイロプラクティックにおける施術は、疾患自体あるいはその原因に対

する直接的な治療ではないことをあらためて強調しておく。触診を中心としたカイロ

プラクティック特有の検査法から得られた身体所見に対する治療であって、結果的に

症状の軽減や健康の改善が得られると考えられている。 

 

ⅱ) 禁忌症 

脊椎マニピュレーションの禁忌症は、手技を行うことによって患者に直接的な害が

及ぶ可能性のある疾患や病態である。WHOガイドラインには、脊椎マニピュレーショ

ンの絶対禁忌症と相対禁忌症に該当する疾患や病態が挙げられている 3)（表２）。WHO

基準カイロプラクターは、こうした禁忌症を有する患者への施術を回避できるよう教

育されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

表２．ＷＨＯガイドライン記載の絶対禁忌と相対禁忌の一部 

１） 絶対禁忌 

・ リウマチ性関節炎、血清反応陰性脊椎関節症、無機質脱落

（demineralization）、亜脱臼または脱臼に伴う靱帯不安定性 

・ 骨折と脱臼、急性骨折、治癒後の骨折による靭帯断裂や不安定性、椎

骨の脱臼 

・ 環軸関節の不安定性、歯突起形成不全、不安定な歯突起骨などの異常 

・ 活動性若年性虚血壊死 

・ 悪性骨腫瘍（脊髄腫瘍、髄膜腫、脊髄あるいは脊柱管内の血腫） 

・ 動脈瘤性骨嚢胞、巨細胞腫、骨芽細胞腫あるいは類骨骨腫のような進

行性型の良性腫瘍 

・ 骨と関節の感染症（骨髄炎、敗血症性椎間板炎、脊椎結核のような急

性感染） 

・ 急性脊髄障害の徴候と症状、頭蓋内高血圧、髄膜炎の徴候と症状、あ

るいは急性馬尾症候群 

・ 進行性の神経学的欠損の徴候を伴う明確な椎間板ヘルニア 

・ 上部頚椎の扁平頭蓋底、上部頚椎のアーノルド・キアリ奇形  

・ 筋肉や軟部組織の腫瘍性疾患 

・ ケルニッヒ徴候あるいはレールミッテ徴候陽性 

・ 脊髄空洞症 

・ 脊髄正中離開  

 

２） 相対禁忌 

・ 進行性のすべり症 

・ 関節可動性亢進と、関節の不安定性 

・ 代謝障害により弱化した骨 

・ 椎間板炎や椎間板ヘルニア 

・ 代謝障害により弱化した骨 

・ 抗凝固療法や血液疾患などによる出血 

・ 骨粗鬆症 

 

本ガイドラインでは、脊椎マニピュレーションの禁忌症について２点ほど独自の補

足説明を加えたい。１つは、禁忌症リストがすべてを網羅しているわけではない、と

いう事実である。禁忌症すべてを網羅した疾患リストを作成することが不可能である

ことは常識的に明らかであり、そういう意味ではカイロプラクティックの禁忌症は個

別に判断されるべきものである。その判断に必要なのが医学的知識であることは言う
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までもない。 

 

もう１つは、脊椎マニピュレーションの絶対禁忌となる疾患を有する患者でも、禁

忌疾患の病態や症状に直接的に悪影響を及ぼす恐れのない部位に対しては脊椎マニピ

ュレーションを行うことができる、という事実である。禁忌となる「疾患」に対する

施術は禁忌でも、禁忌疾患を有する「患者」に対しては必ずしも禁忌ではない、とも

言える。 

 

このことは、例を挙げれば理解しやすい。たとえば、WHOガイドラインで脊椎マニ

ピュレーションの絶対禁忌に挙げられている上部頸椎のアーノルド・キアリ奇形を有

する患者の場合、病理学的な異常が存在する頸椎部に対して脊椎マニピュレーション

を行うのは禁忌であるが、病理学的な異常がないと評価された胸椎や腰椎に見出され

たサブラクセーションに対して施術することは可能となる。 

こうした実状を理解するためには、脊椎マニピュレーションは疾患自体を直接治療

するものではなく、触診を中心としたカイロプラクティック特有の検査法から得られ

た身体所見に対する治療法であるという認識があらためて必要となる。 

 

ⅲ) 合併症 

脊椎マニピュレーションに伴う合併症は、大きく分けて一般的反応と有害反応の２

つが知られている 5)。一般的反応とは、施術後に軽度な不快症状を患者が感じることで

あり、脊椎マニピュレーション後に局所の不快感、頭痛、疲労感などの不快症状を患

者が感じる反応で 6)、それらの症状は発症後 24時間以内に消失し、日常生活に高度の

支障をきたす程のものではないことが多い。 

 

有害反応は、発生頻度は少ないながらもより顕著な不快症状や一時的または永久的

な障害が生じるような反応で、頚椎マニピュレーションによる脳血管障害の発生がそ

の代表例である。その発生頻度の報告にはばらつきがあるが、頚椎マニピュレーショ

ン 40〜50 万回に 1 回 7)、385 万回に 1 回 8)、米国 RAND 研究所の報告によれば頚椎

脳底部の合併症は 100 万回に 1.46回 9)などと報告されている。これらの報告は、適切

な病態評価をもとに頚椎マニピュレーシの適否の判断を行い、適切な治療を行えば、

重篤な合併症の危険性はわずかであることを示している。また最近では、カイロプラ

クティック治療によって椎骨脳底動脈に関連する脳卒中の発生のリスクが増すエビデ

ンスはない、という報告 10)も見られる。 

 

腰椎マニピュレーションによる重篤な合併症の発生も報告されている。代表例は骨

粗鬆症に伴う骨折、馬尾の圧迫症状、血栓に由来する血管性の病態などであるが 11)、
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発生率はきわめて少ない。米国 RAND 研究所の Shekelle らの報告によれば、腰椎マ

ニピュレーションによる馬尾障害の発生率は施術１億回に１回、と非常に少ない 12)。 

 カイロプラクティック・ケアで合併症の発生をゼロにすることは不可能であるが、

ゼロに近づける努力をすることは可能である。そのために必要なのが医学的知識であ

り、安全に配慮した手技を実践することである。 

 

 

５． 安全性への対策 

 

わが国でカイロプラクティックを実践している者の教育背景は多様であり、手技の安全

性や適応と禁忌を判断するための医学的知識レベルには大きな隔たりがある。こうした現

状のなかでカイロプラクティックの安全性を向上させるための解決策として最も有用なの

は、教育機関における初学者への「教育」であり、カイロプラクティック類似施術者への

「再教育」である。当然ながら、その教育内容は世界標準である WHO ガイドラインが示

す教育基準に則したものでなければならない。 

そこで、わが国と世界におけるカイロプラクティックの教育事情を紹介し、今後わが国

で期待される教育を提案する。 

 

 

６． 世界のカイロプラクティック教育 

 

1) 教育機関 

WHOガイドラインが提示する正規のカイロプラクティック教育の基準を満たし、世界カ

イロプラクティック連合（WFC）が推奨する教育機関は、米国の 17校をはじめとして世界

に 41校存在する 13)（表３）。 

 

表３．ＷＦＣが推奨するカイロプラクティック教育機関 

・ 東京カレッジ・オブ・カイロプラクティック（日本） 

・ 韓瑞大学校（韓国） 

・ 国際医療大学（マレーシア） 

・ クリーブランド・カイロプラクティック・カレッジ（アメリカ） 

・ デュービル・カレッジ（アメリカ） 

・ ライフ大学（アメリカ） 

・ ライフ・カイロプラクティック・カレッジ・ウェスト校（アメリカ） 

・ ローガン・カレッジ・オブ・カイロプラクティック（アメリカ） 

・ 南カリフォルニア健康科学大学（アメリカ） 
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・ ナショナル健康科学大学（アメリカ） 

・ ニューヨーク・カイロプラクティック・カレッジ（アメリカ） 

・ ノースウェスタン健康科学大学（アメリカ） 

・ パーマーカレッジ・オブ・カイロプラクティック（アメリカ） 

・ パーマーカレッジ・オブ・カイロプラクティックウェスト校（アメリカ） 

・ パーマーカレッジ・オブ・カイロプラクティックフロリダ校（アメリカ） 

・ パーカー大学（アメリカ） 

・ シャーマン・カレッジ・オブ・カイロプラクティック（アメリカ） 

・ テキサス・カイロプラクティック・カレッジ（アメリカ） 

・ ブリッジポート大学（アメリカ） 

・ ウェスタンステーツ大学（アメリカ） 

・ ケベック大学トロイリヴィエール校（カナダ） 

・ カナディアンメモリアル・カイロプラクティック・カレッジ（カナダ） 

・ フィバーレセントラル大学（ブラジル） 

・ アンヘンビモルンビー大学（ブラジル） 

・ エカテペックバリー国立大学（メキシコ） 

・ トルーカバリー国立大学（メキシコ） 

・ チリ中央大学（チリ） 

・ マッコーリー大学（オーストラリア） 

・ RMIT大学（オーストラリア） 

・ マードック大学（オーストラリア） 

・ ニュージーランドカレッジ・オブ・カイロプラクティック（ニュージーランド） 

・ アングロユーロピアンカレッジ・オブ・カイロプラクティック（イギリス） 

・ グラモーガン大学（イギリス） 

・ マクティモニー・カイロプラクティック・カレッジ（イギリス） 

・ マリアクリスティーナ王立中央大学（スペイン） 

・ バルセロナカレッジ・オブ・カイロプラクティック（スペイン） 

・ フランコユーロピアンカイロプラクティック教育校（フランス） 

・ 南デンマーク大学（デンマーク） 

・ チューリッヒ大学（スイス） 

・ ダーバン工科大学（南アフリカ） 

・ ヨハネスブルグ大学（南アフリカ） 

（2012年現在） 

 

これらの教育機関は、第三者プログラム評価機関であるカイロプラクティック教育審議

会（Council on Chiropractic Education：CCE）に認定され、カイロプラクティック教育
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の質の維持・改善の目的で定期的に評価・管理されている。CCEは、以下のように世界を

4つの地域に分けて教育機関の管轄を行っている。各地域の CCEは国際カイロプラクティ

ック教育審議会（Councils on Chiropractic Education International：CCEI）14)により相

互協定を結んでいる。 

 

・ECCE（欧州カイロプラクティック教育審議会）：ヨーロッパ地域管轄 

・CFCREAB（カナダカイロプラクティック登録教育認定委員会）：カナダ管轄 

・CCE-US（米国カイロプラクティック教育審議会）：アメリカ管轄 

・CCEA（大洋州カイロプラクティック教育審議会）：オセアニアを含むアジア管轄 

 

2012年 12月現在、わが国で CCEAから認定された正規のカイロプラクティック教育機

関は東京カレッジ・オブ・カイロプラクティックの１校のみである。同校の前身はオース

トラリアの RMIT大学との提携のもとに 1995年に開校した RMIT大学カイロプラクティ

ック学科日本校で、1995年の開校から現在まで行われてきた教育プログラムのすべてが

CCEAから認定を受けている。 

 

2) WHOガイドラインが提唱する教育内容 

WHOガイドラインでは、正規なカイロプラクティック教育と限定的なカイロプラクティ

ック教育の２つが提示されている。詳細は「カイロプラクティックの基礎教育と安全性に

関するWHOガイドライン」3)を参照されたい。 

 

 

７． わが国のカイロプラクティック教育 

 

1) 施術者の教育背景の現状 

2008 年の電話帳をもとにした調査結果によると、カイロプラクティックとして登録して

いる治療院数は約 12,500件あることから、施術者数はおよそ 2万人前後にのぼると推測さ

れる。これらの施術者の教育背景は、大きく分けて WHO ガイドラインの教育基準を満た

した教育を修了した者とそうでない者の２つに分けられる。 

 

ⅰ) WHOガイドラインの教育基準を満たした教育を修了した者 

前述のように、カイロプラクターと称するにはWHOガイドラインの教育基準を

満たした教育を修了していることが前提となる。カイロプラクターにはさらに２つ

の教育背景があり、１つは世界カイロプラクティック連合が推奨するカイロプラク

ティック教育機関において、WHOガイドラインが示す 4年制以上のフルプログラム

教育を修了した者である。具体的な例を挙げれば、欧米などでカイロプラクティッ
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クの大学教育を履修して帰国した者と、わが国のWHOガイドラインの教育基準を

満たしたフルプログラムの教育機関を修了した者である。 

 

もう１つは、WHOガイドラインが示す限定的なカイロプラクティック教育プログ

ラムを修了した者である。このプログラムは、世界カイロプラクティック連合に加

盟しているわが国唯一の代表団体である一般社団法人日本カイロプラクターズ協会

（Japanese Association of Chiropractors：JAC）の承認のもとで行われたもので、

WHOガイドラインの教育基準を満たさない短期養成校を卒業後 3年以上の臨床経

験を経ていることを前提条件に、WHOガイドラインに準じた教育へレベルアップす

るための期限付き経過措置プログラムである。 

 

WHOガイドラインの教育基準を満たした教育を修了したカイロプラクターの正

確な数を把握するのは困難であるが、日本カイロプラクティック登録機構(JCR)（後

述）のリスト 15)によれば現在約 800名である。カイロプラクティックと称する施術

者数が約 2万人とされるなかで、「カイロプラクター」と名乗れる者はごく少数であ

ることが分かる。 

 

ⅱ) WHOガイドラインの教育基準をクリアしていない者 

WHO教育基準をクリアしていない者の教育背景は多様である。数日から数週間の

テクニックセミナーや講習会で学んだだけの者、1〜2 年の定時制の短期養成校へ通

ってから開業する者などである。短期間での修学を謳い文句にしている教育機関も

存在し、夜間教育や通信教育、短いものでは 3 ヶ月の短期集中コースや合宿による

10日間のコースすら行われている 16)。このような状況では教育が実技に偏重し、基

礎医学や臨床医学に関する教育がほとんど行われていないのは明らかである。仮に

実技の教育のみであったとしても、このような短期間では安全性と危険性に十分配

慮した技術を修得できるはずはなく、学問としてのカイロプラクティックを学ぶこ

とも不可能である。 

 

このカテゴリーに分類される施術者については、世界的に見れば、彼らが提供す

るケアは安全性が担保された正規なカイロプラクティックではなく、従ってその施

術者をカイロプラクターと呼ぶのは不適切である。それが、本ガイドラインで彼ら

をカイロプラクティック類似施術者と呼ぶ所以である。カイロプラクティック施術

に伴う患者被害の多くは、こうしたカイロプラクティック類似施術者によるもので

あることは想像に難くない。 

 

ⅲ) 有資格者による脊椎マニピュレーションの安全性 
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脊椎マニピュレーションはカイロプラクターだけが用いる治療手段ではなく、個

人レベルやその他の療法でも行われている。医療資格や医業類似行為の有資格者が

脊椎マニピュレーションを行う場合、それがたとえ医師であったとしても、WHOガ

イドラインの教育基準下でカイロプラクティック教育を修め手技訓練を修了してい

なければ、それはカイロプラクティック・ケアではない。実際、WHOガイドライン

では医師などの医療資格取得者に対しても 2,200 時間以上のカイロプラクティック

教育を義務付けている。有資格者であったとしても、WHOガイドライン教育基準を

満たしていない者による施術はカイロプラクティック・ケアとしての安全性が担保

されないことを認識する必要がある。 

 

2) 今後のわが国のカイロプラクティック教育のあり方 

WHOガイドラインの基準を満たした教育機関に学び、手技を習得するだけでなく、適応

と禁忌を判断できる基礎医学・臨床医学的な知識を身につけた者だけがカイロプラクター

と呼ぶに相応しい。こうしたなか、今後のわが国のカイロプラクティック教育のあり方に

ついて、しばしば２つの方向性が議論されている。それは、わが国のカイロプラクティッ

クを WHO ガイドラインの基準に合わせることに関して、積極的に肯定して推進する考え

方と、肯定しつつも現状を維持する考え方である。後者は、大多数を占める既存のカイロ

プラクティック類似施術者の存在を肯定し、WHOガイドラインの基準以下の教育背景であ

っても将来にわたってわが国でのカイロプラクターとしての職業的地位を擁護する立場で

ある。両者の考え方は、利用者の安全性を重視するのか、あるいは現存するカイロプラク

ティック類似施術者の職業的な身の保全を重視するかの違いである、と言うこともできる。 

 

カイロプラクティックは世界的に認められているヘルスケアであり、そのケアを受ける

利用者の安全性を最優先に考えてカイロプラクティックの教育基準が決められるべきであ

る。したがって、わが国でも WHO ガイドラインの教育基準を満たしたカイロプラクティ

ック教育を積極的に推進していく必要がある。わが国のカイロプラクティックが、世界か

ら見て特殊なカイロプラクティックになるようなことは避けなければならない。 

 

 

８． その他 

 

1) 物品の販売に関して 

カイロプラクティックの主たる業務は手技療法によるヘルスケアであるが、必要に応じ

てサポーターやテーピング、マットレスなどの物品の使用を利用者に勧めたり、それを販

売することがある。そうした物品の販売は利用者の必要性に応じて用いるもので、カイロ

プラクティックにおいては付加的・補足的な業務に位置づけられる。 
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施術者は、利用者に対してこうした物品の購入を強要してはならず、さらには物品の購入

を施術の前提条件としてはならない。 

 

2) マルチ商法などに関して 

物品の販売組織を拡大させることを目的として利用者を次々と販売組織の会員に勧誘す

る、いわゆるマルチ商法につながるようなビジネスは、本来のカイロプラクティック業務

から逸脱する。利用者のカイロプラクティックへの誤解を招く恐れがあるため、カイロプ

ラクティック業務に付随させて行ってはならない。 

 

 

９． 今後の課題 

 

カイロプラクティック教育のあり方をはじめとして、わが国のカイロプラクティック業

界内で意思を統一することができない現状では、法的な規制に委ねて強制的に業界の方向

付けを図ることも有用な解決策だろう。しかし、カイロプラクティック業界自らが安全性

の改善に向けた積極的な努力を怠っていては、決して法制化はされないであろう。カイロ

プラクティックの法制化はあくまで結果であって、目的ではないことを認識する必要があ

る。 

 

カイロプラクティックの安全性の改善に向けての喫緊の課題は、WHO基準のカイロプラ

クティック教育の推進、カイロプラクティック業務における自主規制、カイロプラクター

の登録制度の確立、カイロプラクター認定のための試験制度の確立、の４点である。 

 

1) WHO基準のカイロプラクティック教育の推進 

わが国のカイロプラクティックの安全性を向上させるための解決策として最も有用なの

は、教育機関における初学者への「教育」であり、カイロプラクティック類似施術者への

「再教育」である。初学者に対しては正規なカイロプラクティック教育を行い、WHOガイ

ドラインの教育基準を満たさない短期養成校を卒業した者に対しては WHO ガイドライン

にある限定的なカイロプラクティック教育に則して再教育を行うなど、世界に伍するカイ

ロプラクターを養成しなければならない。 

 

目下の急務は後者であり、カイロプラクティックの安全性を脅かす施術者、すなわちカ

イロプラクティック類似施術者の教育履歴を精査した上で、あらためて正規なカイロプラ

クティック教育または期間限定の経過措置としての限定的カイロプラクティック教育を行

う必要がある。当然ながら、そうした教育がカイロプラクティック類似施術者養成校やセ

ミナーのレベルで提供されても本質的な解決にはならず、CCEA（大洋州カイロプラクティ



17 

 

ック教育審議会）から認定された、もしくは認定のための申請手続き中の国内に既存する

正規のカイロプラクティック教育機関が担わなければならない。 

 

2) カイロプラクティック業務における自主規制 

手技療法であるカイロプラクティックでは、身体評価や治療の際に利用者の身体に直接

手を触れて施術を行う。また、臨床業務上で患者の個人情報を知り得る。こうした立場を

悪用し、業務内で公序良俗に反する言動や行為が行われる事件が散見される。 

 

カイロプラクティックと称する施術者はすべて、行動に高い倫理性を持った上で社会的

責務を果たさなければならない。そのためにはカイロプラクティックの施術者に対して倫

理規定を設け、それを遵守させることでヘルスケア業務としてのカイロプラクティックの

信頼を獲得する努力が必要である。 

 

世界カイロプラクティック連合に加盟しているわが国の代表団体である一般社団法人日

本カイロプラクターズ協会（JAC）には倫理規定 17)が設けられており、業務の自主規制の

細則 18)を遵守することが会員登録の条件になっている。こうした倫理規定や業務の自主規

制は、JACの会員だけでなくカイロプラクティックと称して業務を行っているすべての施

術者が共通して守るべき規範である。 

 

3) WHO基準の施術者（カイロプラクター）の登録制度の確立 

カイロプラクティックと称して施術する者がおよそ 2万人と推測されるなかで、利用者

自らが安全性の高い施術者を選別できる環境を整える必要がある。これに対してカイロプ

ラクティック側が成すべきことは、WHO基準カイロプラクターの登録機構を作り、その情

報を利用者にわかりやすく提供することである。 

 

2008年に日本カイロプラクティック登録機構（Japan Chiropractic Registers：JCR）が

設立され、WHO基準カイロプラクターの登録作業が始まっている。現状では任意の登録と

なっているが、将来的にはわが国すべてのWHO基準カイロプラクターの登録とその情報

提供が期待されている。 

 

4) カイロプラクター認定のための試験制度 

WHO基準のカイロプラクティック教育機関で修学した経歴は、その施術者のカイロプラ

クターとしての質を保証できる重要な要素である。本来なら、さらに国家試験などのよう

に、施術者の知識や能力が第三者的に認められてはじめて臨床に携わることが許されるシ

ステムが必要である。例えば米国では、全米カイロプラクティック試験委員会（National 

Board of Chiropractic Examiners：NBCE）が実施する試験がそれにあたる。 
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近年、わが国でもカイロプラクターの知識や能力を第三者的に評価し認定する必要性が

認識され、2011 年から日本カイロプラクティック登録機構（JCR）により「カイロプラク

ティック統一試験」が始まった。ここでは、国際カイロプラクティック試験委員会

（International Board of Chiropractic Examiners：IBCE）＊によって作成された試験問題

が実施されており、試験内容の中立性が保たれるとともに、世界的なカイロプラクターの

評価基準に合わせることでわが国のカイロプラクターの質を確保することができる。試験

の合格者はカイロプラクターとして JCRのリストに登録される。 

 

＊：IBCEは世界各国のニーズに応じてカイロプラクター登録のための試験を作成

する団体で、全米カイロプラクティック試験委員会（NBCE）の協力のもと設立さ

れた独立機関である。 

 

こうした JCRのような組織とその活動は、将来的なカイロプラクティックの法制化や資

格制度化の礎になることが期待される。 
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